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訪問をし組合員との対話に重点を置く。 

 

 

  新入職員への組合説明会の開催。 

 

 

 

 

 

【１面】 

 春の拡大に奮闘 
各組織で働きやすい職場をめざして 
各組織ともコロナ過の中、春の拡大行動に精力的に取り組んでいます。４月は多くの職場で新入社員

が入社する時期で、組織拡大・強化に取り組む絶好の機会です。組合員を増やし組合を大きくすること

は、要求実現の力になります。多くの職場で新採職員が加入するこの時期は特に重要です。各組合では、

拡大行動に取り組み、成果をあげています。主な組織の拡大行動の組織の取り組み状況を紹介します。 

 

千葉土建 支え合いの力を発揮 

 千葉土建では１月 20日から４月 19日にかけて春の拡大月

間に取り組みました。そして、８００人の新しい組合員を迎

えました。 

 働き先が様々な千葉土建の組合員は居住地に組織されてい

ます。毎月、役員宅や公民館に組合費を持ち寄り、そこで組

合からのお知らせや互いの近況報告、署名活動などを行い、

結びつきを強めてきました。 

 しかし、このコロナ禍で顔を合わせる事が困難になってい

ます。 拡大運動では、最初に組合員と対話する事に重点を

置き、なかまの状況を電話や訪問を繰り返し重ねることで把

握しています。組合だからこその支え合いの力を発揮してき

ました。 

 こうした活動の継続で「やっぱり千葉土建が一番だ」とな

かまに紹介する組合員が増え、運動は広がっています。「誠実

な声掛けは裏切らない」、親身になり自分の生活を考えてくれ

ているのが伝わり、組合員は着実に増えています。  

 コロナ過の中、その状況を逆手に取り、支え合いを大切に

した活動で地域に組織の根は広がっています。 

 

 自治労連 説明会後に全員加入 
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     市川駅頭での署名活動 

 

 組合の説明会＝4月 4日・自治労連 

 ４月 1 日、大網白里市職は、新採研修初日に、11 時 15 分から説明会を開きました。組合の説明とと

もに共済の健康告知該当者への説明や、職場を確認し「〇〇先輩も入ってますよ」など、丁寧に対応し

ました。 質疑応答で、疑問点を解消し、組合に全員が加入し、自治労連共済プレゼントは、ほとんど

がプレゼントを受け取りました。 

 今後、新採職員紹介のための個別写真撮影で、新採の職場を回る予定です。 

 八千代市職労は、4月 1日、新入職員入所式前に組合からのあいさつを行いました。 

 自治労連共済で 12月まで、新採職員の私傷病等の際に守るために、共済プレゼントの説明があり、加

入手続きをしました。最後に新入職員全員の撮影を行い終了しました。 

 組合員拡大では全員加入し、共済加入にほとんどを加入

させました。引き続き、組合員の権利を守るために組合とし

て奮闘していきます。 

自治労連 新入職員への組合説明 

４月４日、船橋市職労は、新採研修の昼休み、12時 15分

から 35 分間に渡り、組合の説明会を行いました。会場内を

９ブロックに分けて、ブロック担当役員と本庁の職場スタッ

フを配置しました。 

ブロック毎に、お弁当とお茶を配布し、布製トートバッグ

の資料袋を配布しました。お弁当箱の回収をしながら、組合

加入書の配布を行いました。 

資料袋配布中に本庁職場の組合員を紹介しました。今回は

初めて、昼食中ＡＩ音声でフォトムービーを流し、一巡した

後は、消音で映像のみを繰り返し流し、宣伝しました。 

説明会の会場では、対話を積極的に試みたものの、訴える時間が短く、十分な対話が出来ませんでし

た。加入を迷っている人も多いため、今後、未加入者に、ＱＲコード（フォトムービー）付きのハガキ

を配布し、加入を進める予定です。 

福保労 積極的ななかま作りを 

福祉保育労千葉支部は今年も１人の栄養士が新しいな

かまになりました。同じ給食室内で声をかけ、組合とは

どういうものかの話をして、４月の内に組合に加入して

くれるという返事をもらうことが出来ました。毎年、正

規非正規問わずに加入者はいます。  

 しかし、コロナ以後、組合の集まりは年１回の定期

大会になってしまい、定期的な組合会議や交流会が開け

ない状況です。その様な困難な中で、組合活動から離れ

る人もいるので、そこが課題です。 

 今年は可能な

範囲で交流の機会

を増やし、近々、職員会議の後、今年の新入組合員の歓迎会を開

く予定です。 

 これから一緒に働いていく新しいなかまも心地よい環境で、

長くこの職場で歩んでいける様に組合加入を粘り強く働きかけて

いきます。 

 

 ４月 10 日の日曜日、ＺＯＺＯマ

リン球場のデーゲームで千葉ロッテ

マリーンズの佐々木朗希投手は、１
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  最低賃金の引き上げを求める署名 

 

    労働者の働く権利を訴える 

回から９回まで対戦相手のバッターを一人も塁に出さない完全試合を記録した。打者アウト 27 の内、

13人連続を含む 19個が三振だった▼高校時代から逸材として期待され、入団後も日々鍛練を重ねた結

果であろう。球団の選手育成・サポートにも賛辞を送りたい▼記録への挑戦は、スポーツ文化発展の要

素となる。プロ選手が記録に挑戦するために重要な事は、安心して働ける環境の整備だ。そのためには、

選手会と労働組合の果たす役割は大きい▼組合に結集し、選手の生活改善を要求する事が豊かなスポー

ツ文化の発展につながる。 

 

【２面】 

全国一律１５００円以上 

４・15 ディーセントワークデー宣伝 
千葉労連は４月 15日、定例で取り組んでいるディーセントワークデー宣伝を千葉駅で行い、千葉労連

ユニオンや千葉労連から５人が参加しました。 

 この日は全労連の第２次最賃デーということもあり、最

低賃金を全国一律１５００円にする様に呼びかけました。 

新入社員に権利手帳配布 

４月という時期なので、参加者は新社会人に対して「働く

あなたの権利手帳」を配り、そして「何かあった場合は労働

組合に相談してほしい」と訴えました。 

あわせて「働くあなたのアンケートリーフ」も配り、ネッ

トでのアンケートに協力してもらうようお願いしました。 

宣伝の訴えを聞いていた 60代の男性からは「現在警備員で

働いている。仕事がきつく余裕が全くない。だから働く者同

士で職場内はギスギスしている。賃金などもう少し労働条件

が良くなってほしい」と意見が寄せられました。 

千葉労連は現在、「千葉県の最低賃金をただちに１５００円

以上に引き上げるとともに、地域間格差の解消を求める要請

署名」に取り組んでいます。 

多くの署名を千葉労働局・千葉県最低賃金審議会に届け、最

賃１５００円実現に向けて訴えていきます。  

右記がその署名です。みなさんのご協力をよろしくお願いし

ます。 

 

１人でも多く共済加入を 

４～６月「春の拡大月間」開始 
 

５０００人共済対話キャンペーン開始 

 昨年から全労連共済を広く普及させる活動の一環として、拡

大月間を設けています。 

 ３ヶ月の時期を設定し、その間組合員にパンフレットや申込書

を渡した人、１人に付きに１０００円の拡大推進費が支給され

ます。 
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 春の拡大月間では、『５０００人共済対話キャンペーン』が４月から６月までの３ヶ月間において開始

されています。オンラインや電話での個別対話を推進費の対象となっています。 

 この間、新型コロナ感染症に対する入院や死亡で助け合いの共済の役割が発揮されています。私達の

労働組合の共済は、「組合員の家計や節約と万一の備え」そして、「組織の活性化と強化」の為の重要な

取組です。労働組合は組合員の団結と、人と人との繋がりを大切にしています。１人１人に声掛けをす

る事により組合の中に会話が生まれ、組織も団結の力を強める事になります。 

 共済における対話は、組合員の悩みや要求をつかむ事も出来、労働組合の団結が強まります。 

 春は、新入社員への組合説明と組合員拡大の重要な時期です。就職や結婚、子どもが生まれた時は、

共済と保険加入や見直しをするタイミングと言われています。慶弔共済であれば、結婚や子どもの誕生

や入学、家族のご不幸などの時に、声かけしながらお祝い金や弔慰金を渡す事が出来ます。 

 また、仕事が忙しくなれば、健康不安も増えて保険や共済の必要性を実感すると思います。生命・医

療・交通災害共済が組み合わせたセット共済に加入すれば、万一の時でも色々な種目を補完出来安心で

す。 

 職場を病気で休業したり、けがをした時には、医療共済等に加入していれば、体調を聞きながら給付

申請の声かけや休業や職場復帰の相談に乗る事が出来ます。 

 また、台風や大雨の時は、家の被害の状況も確認しながら、共済申請や心配事の相談に乗る事が出来

ます。共済を通じた対話で、日常的に組合員や家庭の状況を把握し、組合員の思いや悩み等に耳を傾け

る事で組織の活性化と強化に繋がっていきます。 

 個人加入共済に加入している組合員は、組合脱退をしないという傾向がどの組織にも共通しています。

共済を通じて、組合員との関係をより強固なものにしていきましょう。身近な組合の担当者が窓口なの

で、気軽に組合の担当者に質問や相談をして下さい。 

 

労働相談一ヶ月 

～新型コロナ感染者の労災請求～ 

Ｑ 営業職をしています。新型コロナに感染しました。いつも車で回っている同僚が感染し濃厚

接触者になったので、職場で感染した以外に考えられません。病院や介護の仕事をしている人は

労災になると聞きましたが、営業職でも労災になるのでしょうか。 

Ａ この問題は千葉労連春闘キャラバンの労働局要請の中でも取り上げられました。相談に対す

る回答は「労災の対象になります」です。「労災です」と断言しないのは、最終的に判断するの

は監督署で、場合によっては職場や仕事以外の感染経路が明らかになると認められない事がある

ためです。 

 労働局要請時には、ごみ収集労働者を例に質問しました。運転席に２人が同乗し作業をしてい

ます。同乗の一人が陽性になり他の一人が濃厚接触者と判断され、その後濃厚接触者が陽性とな

った場合、濃厚接触者は労災の対象になりますかという質問です。 

 労働局は、対象になるので、労災請求をしてくださいと回答しています。 

 労災保険制度は、職種に関係なく、労働者が仕事を原因とするケガや病気になった場合、事業

主が掛金を全額負担する労災保険で補償する仕組みになっています。補償内容は、療養補償・休

業補償・障害補償などです。医師を受診することが原則になります。また、請求主義となってい

るため、陽性になった本人が手続きを行うことが原則ですが、本人が要求して事業主が手続きを

代行する場合もあります。 

 労災制度は、わからない仕組みが多々あります。「仕事が原因でケガや病気」になったと思っ

たら、迷わずフリーダイヤルの０１２０ー３７８ー０６０に相談して下さい。【中林】 

 


